












 
 

 

【社員共育委員会】 
「営業の教育と管理」について 

 

社員共育委員会は毎月第 3 水曜日に委員会を事務局にて開催しています。 

その中で「学習会」という時間をとり、決められた報告者が問題提起をし、討論しています。 

先々月は Y 社長から、「営業の教育と管理」について問題提起をして頂きました。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「中途で同じ業界で働いていた女性営業を採用しました。 

同じ業界と言っても取り扱う商材が違う事もあり中々成果が出ません。 

業務日報で行動を確認したり、同行訪問等しているのですがそれでも成果が出なく、本当に営業活

動をしているのかどうかさえ不安になってしまいます。 

最近の日報では良い情報を掴んできている報告があるのですがクロージングがことごとくうまく

いきません。 

営業の教育と管理についてどうすればいいのでしょうか？」 

という問題提起がなされました。 

 

メンバーからは、 

「成果が出なくて辛くなって来ているのでは」 

「辛くてつい嘘の日報を提出しているのでは」 

「嘘がつけない営業活動の管理が必要なのでは」 

「前職の顧客訪問ではなく、既存顧客の訪問から教育したほうが良かったのでは？」 

「日報はどんな風な内容ですか？」 

など、様々な意見が出ました。 

こちらの会社では業務日報が「行動管理型」でした。 

●時●分～●時●分 ●●株式会社訪問 商談 商談内容 

という一日の行動を報告するもので、報告の項目（取得しなければならない情報の項目）が整理さ

れていませんでした。 

メンバー意見として 

「この報告書では報告者がいかようにも書けるし、経営者が必要をする情報の項目が整理されてい

ないので読むほうも市場・顧客がどのような状況なのかがわからないのでは？」 

と討論になり、「行動管理型」の日報から「個社別情報管理型」日報に変えて、教育と管理をして

はどうかというお話になりました。 

 

営業は社外で活動する為に「自己責任」「自己管理」が重要になりますが、営業活動を管理する「仕

組み」と合わせて組織全体をマネジメントし、目標達成へと導く必要があること学びました。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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【社員共育委員会 Part.2】 
「副業・兼業」について 

 

先月は平成 30 年 1 月に厚生労働省から出された「副業・兼業のガイドライン」について討論しま

した。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

参加者は事前に厚生労働省のサイトで「副業・兼業のガイドライン」「モデル就業規則」を確認し

て参加しました。 

参加者からは、 

「自社でも隠れてアルバイトをしていた社員を、話し合いの上なあなあで許可した例がある。いず

れ制度整備が必要だと感じる」 

「さくらんぼ収穫の手伝い、手芸品などの個人通販などは現状でも副業として一般的だがどう扱う

のか判断が必要になる」 

「管理の難しさが想像できる。また、働き方改革との矛盾も気になる。収入の足しとしての副業と

いう考え方は同友会型企業とも大きく異なるのでは」 

「パソコン一つでも仕事できるような業態は副業でもスキルを活かしやすい。影響の大きい業態が

あると思う」 

「副業で疲れ果て、本業で事故、というケースも考えられ、労務管理責任の範囲など課題があるの

ではないか」 

「最低賃金で週一 8h の副業で月収が 2 万円以上上がる。本業での役職昇給よりこちらの方が所

得上昇につながり、労働者としてのメリットは大きいのではないか。山形は世帯収入が低く、仕方

がない部分もある」 

「金より休み、という社員も多く、人によりけりではないか」 

「会社への帰属意識が薄れていく。経営者の喜びである、この会社で頑張ったおかげで○○できた

という社員の声が薄れていくのはさみしい。その中で本業に選ばれる企業は人間尊重経営をできる

会社にさらに絞られていくのではないか」 

「他社と人のやり取りをする際など、副業規程を利用してより柔軟に連携が取れるのではないか。

可能性も見える制度」 

などの意見がありました。 

 

副業・兼業のメリット労働者側、雇用側共にありますが、留意点もあります。 

運用の難しさはありますが大きな可能性もあると感じます。 

厚生労働省のサイトに「副業・兼業のガイドライン」がありますので是非一度見てください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

こんな学習会をしています。 

自社の経営課題をお持ちになってゲスト参加してみませんか？ 

【次回社員共育委員会】 

■日 時：9 月 19 日（水）17:00～19:30（基本的に毎月第３水曜日に開催しています） 

■会 場：山形同友会事務局（山形市南館 3-26-26 スタジオ・アヴァン 102 電話 023-645-5500） 

※同友会事務局に電話１本でＯＫ！ゲスト参加お待ちしております。 


